
広報みなみ No.18214

国民年金だより

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

国民年金保険料免除等の申請について

　保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア
で納めることができます。また、クレジットカードやインターネット等を利用しての納付、そして便
利でお得な口座振替もあります。

毎月の保険料の納付期限は、「翌月の末日」です。
保険料の納め忘れがあると、万一障害や死亡といった不慮の事態が発生により、障害基礎年金
や遺族基礎年金が受けれない場合がありますので、必ず納付期限までに納めてください。

※所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度があります。
※今回の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、令和 2年 2月分以降の
　保険料が免除・猶予される臨時特例措置も設けられていますので、市（区）役所・町村役場
　の国民年金窓口へご相談ください。

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎
年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・
猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」があります
ので、住民登録をしている市（区）役所・町村役場の国民年金窓口で手続きをしてください。
申請書は、窓口に備え付けてあります。

※令和 3年度分（令和 3年 7月分から令和 4年 6月分まで）の免除等の受付は令和 3年 7月
　1日から開始されます。また、申請時点の 2年 1ヵ月前の月分までさかのぼって申請するこ
　とができます。
※失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間
　がある方は、市（区）役所・町村役場の国民年金窓口または年金事務所へご相談ください。

令和 3年 4月分から令和 4年 3月分までの国民年金保険料

月額 16,610 円


